
ねんきん定期便の表紙（節目年齢用）

　（注）用紙サイズ：Ａ４（両面印刷）　　

裏面

（別紙２－１）

Ｄ－２

詳しくは、「ねんきんネット」で検索

http://www.nenkin.go.jp/n_net/

検索

約９人に１人、年金記録が見つかっています。

結婚前の旧姓の記録
が見つかった

名前の読み方が誤って
登録されていた記録が
見つかった

例 例

若い頃に勤めていた
記録が見つかった

年額９８万円⇒２３４万円 年額４３万円⇒１５４万円 年額０円⇒１３７万円

★　「未加入」となっている期間は要チェック。

ご家族の助けを受けて年金記録を発見した方もいらっしゃいます。

★ 氏名や生年月日等を入力して、持ち主不明の記録の中に、ご自身の記録が

あるかどうか調べることができます。

★ 将来、年金を受給される方が、ライフプランに合わせて年金額の試算を行う

ことができます。

「ねんきんネット」で、ご確認を！

※ 厚生年金基金に加入していたことのある死亡者の記録についても、遺族年金への影響があり得る

ことから、ご遺族の方からの申し出を受け、照合作業を行います。

ご希望の方は、お近くの年金事務所にお申し出ください。

年金記録問題の解決に向けて、これまで「ねんきん特別便」などをお送りし、ご確認を

お願いしてまいりました。

しかし、いまだ約２，２００万件の持ち主が確認できていない記録が残っています。

ご自身の年金記録に「もれ」や「誤り」があるのではとご心配のある方は、ご確認いただき、

お近くの年金事務所等にご相談ください。

あなたの気になる年金記録、もう一度ご確認を。

例

こんな方は
ぜひ、ご確認を！

転職が多い

姓（名字）が変わったことがある

いろいろな名前の読み方がある

✔

✔

✔
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ねんきん定期便のリーフレット（節目年齢用）

４～５ページ（Ａ３・見開き）

◆「厚生年金保険」･「船員保険」と書かれている場合
は、お勤め先の名称が国のコンピュータに登録されて
いない場合です。

◆「第３号被保険者」に関する表示については、現在
お届けいただいている内容を基に表示されており、
配偶者の離職等により第１号被保険者に該当している
場合等、実際と異なる場合があります。
※ 第１号被保険者等への変更を届け出ていただいた
場合においても、この「ねんきん定期便」への反映が
間に合わないために、表示が異なっている場合も
あります。

-4-

お勤め先の名称などについて

厚生年金基金について

-5-

②加入制度 ⑥加入月数③お勤め先の名称等
④資格を取得した

年月日
⑤資格を失った

年月日
①番号

◆②加入制度が「国年」の場合、⑥欄「加入月数」は、
となります。

◆月ごとの納付状況については、「これまでの国民年金
保険料の納付状況です」(Ｃ－５国ページ)でご確認
ください。

加入月数について

◆厚生年金保険加入期間のうち、厚生年金基金に加入して
いた期間です。
ただし、厚生年金基金が代行返上（厚生年金基金が
国に代わって行う給付事務を国に返上）した場合で、
その事務処理が完了している場合は表示されません。

【厚生年金基金についてのお問い合わせ】

・ で された方
→ 企業年金連合会

　　　（年金相談室： ）

※ または から始まる電話の場合は、
　「 ｣にお電話ください。

・ された方と

・
→ お勤め先（または当時のお勤め先）が加入

されている厚生年金基金へお問い合わせください。

これまでの『年金加入履歴』です
お示ししている『年金加入履歴』に「もれ」や「誤り」がないかご確認ください

（裏面の解説もご覧ください）

お示ししている年金加入履歴には、共済組合員記録に関する加入履歴は含んでおりません。
※ 現在、日本年金機構と共済組合等との情報交換により記録の確認を行っているところです。
※ 各共済組合等における加入記録については、各共済組合等にお問い合わせください。

国民年金の納付状況について
◆ 国民年金の納付・未納の詳細は、ねんきん定期便

(Ｃ－５国ページ)「これまでの国民年金保険料の

納付状況です」をご覧ください（国民年金の加入

期間がある方にのみ送付しています）。

年金記録確認のチェックポイント

お心当たりのある方は、思い当たる内容について、
同封の「年金加入記録 回答票」にご記入・ご提出して
いただくか、お近くの年金事務所等にご相談ください。

ア イ ウ の期間（共済組合員期間を除く）は、

特にご確認いただきたいポイントです。
以下の項目に該当するような場合、記録の「もれ」や

「誤り」のある可能性が高くなります。

この期間
働いて
いなかった

学生であったが国民年金に加入していた。

夫（妻）の扶養家族であったが国民年金

に加入していた（昭和６１年３月以前に

限ります）。

✔

✔

退職後、結婚し姓が変わった。

いろいろな名前の読み方がある。

事情があって本名とは異なる名前で勤めた

　　（異なる名前で記録されている可能性が

あります）。

事情があって本来の生年月日とは異なる

生年月日で勤めた（異なる生年月日で

記録されている可能性があります）。

転職のたびに年金手帳が発行された

（年金手帳を一つにまとめる手続きをして

いないと記録がもれている可能性があり

ます）。

同じ会社（グループ）内で転勤や出向を

繰り返した。

勤務先の会社が、その後、合併、社名

変更、倒産した。

試用期間中に退職した。

保険の外交員、期間工などとして勤めて

いた。

この期間
働いていた

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

標準報酬月額について
◆厚生年金保険などの標準報酬月額は、ねんきん定期便

(Ｃ－５厚ページ)「厚生年金保険の標準報酬月額と

保険料納付額の月別状況です｣をご覧ください（厚生

年金保険の加入期間がある方にのみ送付しています）。

（　　） （　　）

【 備 考 欄 】

※ このお知らせの見方は、パンフレットの４～５ページをご覧ください。

１ 厚年 厚生年金保険 平成 ４. ４. １ 平成 ５. １０. １ １８

(基金加入期間 平成 ４. ４. １ 平成 ５. １０. １ )

２ 国年 第１ 号被保険者 平成 ５. １０. １ 平成 ５. １０. １ １８

４ 国年 第３ 号被保険者 平成１６. ４. １ ４６

３ 厚年 東京株式会社 平成 ７. １０. １ 平成１６. ４. １ １０２
ヶ月間の空白

空欄

年金制度に加入しなくなった年月日を
表示しています。
現在加入中の場合は空欄となります。

この「ねんきん定期便」は、平成 年 月 日時点の年金加入記録に基づき作成されています。

谷
折
り
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（別紙２－２） 

ねんきん定期便（節目年齢以外の被保険者用） 

 

 裏面  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （注）節目年齢以外用のねんきん定期便（ハガキ）の裏面は、全様式（３種類）とも共通となる。

郵
便

き
が

は

← →

０５７０－０５８－５５５

最近の月別状況です

年月
（平成）

国民年金
（第１号・第３号）
納付状況

保険料
納付額

厚生年金保険

平成　　年 　月から平成　　年 　月までの期間を
平成　　年 　月　　日時点の情報で作成しています。

　月～金曜日：午前９時～午後８時まで　
　第 ２土曜日：午前９時～午後５時まで
＊祝日、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません。

お問い合わせの際は、表面の照会番号もしくは
基礎年金番号をお知らせください。

『ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル』

※050または070から始まる電話でおかけになる場合は

　　  　　　　０３－６７００－１１44

お問い合わせ先

【受付時間】

「最近の月別状況です」の見方　

国民年金（第１号・第３号）納付状況欄について

日本年金機構ホームページのご案内

標準報酬月
額 (千円)

標準賞与
額 (千円)

※この期間を含む過去すべての期間について、加入状況をお知りになりたい
　 場合は、「ねんきんネット」をご利用いただくか、「ねんきん定期便・ねんきん
   ネット専用ダイヤル」、またはお近くの年金事務所等へお申出ください。

※納付期限内に保険料を納めた場合であっても（口座振替も同様）、情報
　 が反映されるまで最大３週間程度かかることがあるため、「未納」と表示
　 されることがあります。ご容赦ください。

※既に「ねんきんネット」のご利用登録がお済みの方にも、アクセスキーが
記載されておりますが、改めてのご登録は不要です。

お客様のアクセスキー

　「ねんきんネット」で、持ち主不明の記録を
　検索できます

納付済

保険料を納めていない期間

全額免除

半額免除

半額未納

3/4免除  

3/4未納

1/4免除

1/4未納

学生特例等

付加

未納

３号

保険料が半額免除されたが、残りの半額を納めていない期間

・過去すべての期間について加入状況を確認できます。
　
・氏名や生年月日等を入力して、持ち主不明の記録の中に
  ご自身の記録があるかどうか調べることができます。

　アクセスキーで、「ねんきんネット」の登録が
　できます

「ねんきんネット」のご利用は、

20歳以上60歳未満の期間のうち、どの制度にも加入していなかっ
た期間、または共済組合等に加入していた期間

未加入

ねんきんネット 検索

保険料を納めた期間
（保険料が免除や猶予された後に追納した場合も含む）

第３号被保険者の期間

保険料が全額免除の期間

保険料が半額免除され、残りの半額を納めた期間

保険料が3/4免除され、残りの1/4を納めた期間

保険料が3/4免除されたが、残りの1/4を納めていない期間

保険料が1/4免除され、残りの3/4を納めた期間

保険料が1/4免除されたが、残りの3/4を納めていない期間

学生納付特例または若年者納付猶予が認められた期間

付加保険料を納めた期間

「ねんきん定期便」の見方、「ねんきんネット」の利用方法など、日本年金
機構のホームページ（http://www.nenkin.go.jp/）をご利用ください。

気になる記録、もう一度ご確認を。

年金記録問題の解決に向けて、これまで「ねんきん特別便」

などをお送りし、ご確認をお願いしてまいりました。

しかし、いまだ約２，２００万件の持ち主が確認できていない

記録が残っています。

ご自身の年金記録に「もれ」や「誤り」があるのではとご心配の

ある方は、お近くの年金事務所等にご相談ください。

「アクセスキー」の有効期限は、本状到着後、３カ月です。
(有効期限後は、ホームページの「アクセスキーをお持ちで
ない方」から利用登録を行ってください。５日程度でユーザ
ＩＤを郵送いたします）

※利用登録には「基礎年金番号」の入力が必要です。
年金手帳や基礎年金番号通知書、平成23年3月以前にお送りした
「ねんきん定期便」や「ねんきん特別便」のいずれかをご用意

 ください。
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ねんきん定期便（節目年齢以外・50 歳未満の被保険者用） 

 

 表面  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （注）節目年齢以外のねんきん定期便（ハガキ）の表面は、上記の様式のほか、 

「50 歳以上の被保険者用」及び「受給者かつ被保険者用」の様式がある。 

 

差 出 人

料 金 後 納
郵 便

ねんきん定期便

← →

　〒168-8505
　東京都杉並区高井戸西３丁目５番２４号

１　これまでの年金加入期間

照会番号

 ２　これまでの加入実績に応じた年金額（今後の加入実績により年金額は増加します）

（参考）これまでの保険料納付額

この「ねんきん定期便」は、平成　　年 　月　　日時点の年金加入記録に基づいて作成されております。
ご不明な点や記録に「もれ」や｢誤り｣がある場合は「ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」にご連絡ください。

※年金額は、これまでの加入実績（厚生年金基金加入期間を含む）のみに応じた計算を行っているため、将来受給できる実際の年金額とは異なります。
※年金額が表示されていない場合は、期間が重複している年金加入記録がある場合等ですので、お近くの年金事務所にご相談ください。

さらに詳しくご自身の年金記録をご確認したい場合は、「ねんきんネット」（裏面参照）をご利用ください。

※国民年金の保険料納付額は、加入期間当時の保険料額を使い、付加保険料は含め、前納は割引額を控除し、追納は加算額を加算
　して計算しています。
※厚生年金保険の保険料納付額は、加入期間当時の標準報酬(月)額を基に、当時の保険料率を使い、以下の前提で計算しています。
　・被保険者と事業主が折半して負担していますが、ここでは、被保険者本人が負担した額について計算しています。
　・厚生年金基金加入期間は、免除保険料(事業主が厚生年金基金に納付する保険料額)を除いて計算しています。
   （裏面「最近の月別状況です」の保険料納付額も同様に計算しています）

（60歳まで加入した場合等の年金見込額は「ねんきんネット」で試算できます）

（１）国民年金（第１号被保険者期間の保険料納付額）

（２）厚生年金保険（厚生年金保険被保険者期間の保険料納付額）

（累計額）　　　　　　　　　　　　　　           円

（累計額）　　　　　　　　　　　　　　           円

（累計額）　　　　　　　　　　　　　　           円　これまでの保険料納付額　【国民年金・厚生年金保険　合計】

※老齢年金受給には、原則として３００月以上の年金加入期間（未納期間および同月内での重複加入期間を除く)が必要です。

（年額）　　　　　　　　　　　　　　　　　        円（１）これまでの加入実績に応じた老齢基礎年金額

（２）これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額 （年額）　　　　　　　　　　　　　　　　　        円

（年額）　　　　　　　　　　　　　　　　　        円 　これまでの加入実績に応じた老齢年金額　【老齢基礎年金・老齢厚生年金　合計】

（照会番号は、お問い合わせの際に必要となります）

親　展
国 民 年 金

第１号被保険者
（未納期間を除く） 第３号被保険者

国民年金合計
（未納期間を除く）

月 月

厚生年金保険

月 月 月

年金加入期間合計
（未納期間を除く）

月

船員保険

必
ず
ご
覧
く
だ
さ
い

 （共済組合の加入記録は含まれておりませんので、各共済組合にお問い合わせください）

「ねんきん定期便」です

※このマークは、音声
　 コードです。
　目の不自由な方には、
　このお知らせに関する
　情報を音声で聞くこと
　ができます。

･上記の年金額を、仮に２０年間受給した場合は　　　　　　　　　　　　　　　円になります。

        （※宛先不明の場合は上記にご返送ください）

　ご案内は内側にあります。ここからゆっくりはがしてご覧ください。
　水に濡れている時は、よく乾かしてからおはがしください。
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